
○ 失業等給付に係る国庫負担割合は、平成１９年度から、暫定措置として、法律の本則（１／４）の５５％
（１３．７５％）とされているところ。

○ 現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」（１２月８日閣議決定）に
おいて、
・ 雇用調整助成金の要件緩和にあわせ、平成２２年度からの失業等給付に係る国庫負担の引き上げ
については、雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成２１年度第２次補正予算において対応
する。

・ 平成２３年度以降については、平成２３年度予算編成過程において検討し、安定財源を確保した上
で、国庫負担を本則（１／４）に戻す。これを雇用保険法の改正に盛り込む。

とされたところ。

雇用保険法の一部を改正する法律案要綱の概要【補正予算関連】

雇用保険制度の安定的運営を確保するため、平成２１年度における国庫負担として３５００億円を追
加する措置を講ずるとともに、平成２３年度以降について国庫負担を本則（１／４）に戻す旨を規定する。

国庫負担の特例措置

＜参考＞

施行日：公布の日

○ 当面の雇用保険制度の安定的運営を確保するため、２１年度における求職者給付及び雇用継続給付

の国庫負担として、 ２１年度補正予算で３５００億円の一般財源を投入

○ 雇用保険の国庫負担については、22年度中に検討し、23年度において、安定した財源を確保した上で

国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
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